
『職場体験学習』の受け入れにご協力ください『職場体験学習』の受け入れにご協力ください

　整備士不足が問題視される昨今、子供たちに自動車に興味を持ってもらい、その興味を

持続させることが重要です。会員の皆様の事業場で整備士の仕事を体験してもらい、少し

でも自動車に興味を持ってもらえるよう、自動車整備士が子供たちの進路の選択肢となる

よう、『職場体験学習』の受け入れにご協力ください。

１．受け入れが決まったら
　振興会から、人数分の記念品をご用意いたしますので、実施予定日及び受け入れ人数

のご報告をお願いいたします。

２．職場体験学習が終わったら
○　作業内容

　　　実施した作業内容を、できるだけ具体的に記入してください。

○　学生の感想など

　　　体験してみた感想など、学生からの主な意見を記入してください。

○　指導者の方から学生に一言！

　　　指導された方から学生に贈る言葉があれば、ご記入ください。

　また、作業中に撮影された写真がありましたら、情報誌やホームページで使用していい

かご確認の上、振興会までお送りください。

Ⅲ．お知らせコーナー

— 8 —



振興会・指導課宛て
ＦＡＸ：０８９－９５６－２１８８

職場体験受入計画書　兼　実施報告書

ブロック　　　　　　　　　　

事業場名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご担当者様　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．実施予定

実施予定日
令和　　　　年　　　　月　　　　日　から

令和　　　　年　　　　月　　　　日　の　　　　　　日間

依頼のあった学校名
及び受入人数

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

２．実施結果

作業内容

（実施した作業内容を、できるだけ具体的に記入してください。）

学生の感想など

指導者の方から学生に
一言！

○　学校及び体験した生徒から、作業中の写真の公開をご了解いただけた場合は、振興会・指導課の
下記メールアドレスまで、写真のご提供をお願いします。

写真の掲載可否
情　報　誌 ホームページ

可　　・　　否 可　　・　　否

写真データの送信先：振興会・指導課　sidou@easpa.jp
（メールの件名を、『○月○日　職場体験』として送信してください。）

ご協力、ありがとうございました。
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　全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例（苦情・問い合せ含む）のうち、今月は、10件を掲載いたします。

Ｃａｓｅ１　ディーラーに修理に出したが、水漏れが
直らない
平成31年１月22日　大阪府　男性
車名：乗用車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
駐車場で冷却水が漏れ出したので近所のディーラー

に修理に出した。点検後見積りを貰ったらラジエー

ターホースからの漏れで、取り替えて３万６千円ほど

なので、承諾して車を預けて帰った。完成連絡があり

奥様が引き取りに行くと、「また壊れました」と言わ

れ内容説明があった。「今までホースからの水漏れで

正規の水圧が掛かっていなかったが、そのホースから

の漏れが止まったことにより次に弱っていたところか

ら漏れ出しラジエーターの修理が必要になりました。

その作業によって今度はクーラーが壊れるかもしれま

せん」とのことだった。乗って帰れないので、「主人

と相談して連絡します」と言って帰った。以前に乗っ

ていた古い車もエンジン本体が悪くなり、エンジン載

せ替えの話が出たのでこの車に乗り換えた。今回も車

は気に入っているが、金額によっては修理せずに別の

車に乗り換えるつもりではある。ラジエーターホース

なら修理して乗るが、ラジエーター、クーラー修理と

費用が掛かってくるならもったいないので車を手放す

覚悟もある。ホースを交換するとリスクがあることの

説明を一切せず、親切ではないと思っている。どうし

たら良いのか分からず、インターネットで調べて振興

会に電話した。

【対応】
振興会の立ち位置を説明し、ディーラーに事実確認

の電話をする承諾を頂き、「ディーラーとよく話し合っ

てください」と言って電話を切った。ディーラーの

サービスマネージャーが電話対応してくれた。「昨日

の夕方にセールスが奥様をお送りしていた件だと思い

ます。直接私に相談、報告は貰っていませんが、ショー

ルームで少し目にしました。整備士が作業後の水漏れ

チェックを時間を掛けて行いましたが、引き渡す時に

車両を移動していて水漏れが発生したみたいです。今

はセールスとお客様が話をして返事待ちしている状態

です。普通ならご主人から先に当店に電話が入ると思

うのですが、なぜ振興会に電話を入れたのか分かりま

せん」との話だった。なぜ相談者が担当セールスに電

話をしなかったのか不思議に思ったので聞いたら、「今

回が初めての入庫だったので、電話をしにくかったの

かもしれません」とのこと。「お客様との絆作りは店

舗の第一印象をいかに良くするかではないでしょう

か。言いにくいことを電話頂ける関係こそ、今後の良

いお話の電話も頂ける関係になれるということではな

いでしょうか」と伝えた。サービスマネージャーは、

「セールスに話をよく聴いて、私が窓口になってお客

様に電話します」と言ったので、ここで電話を終えた。

Ｃａｓｅ２　作業をキャンセルしたらキャンセル料を
請求された
平成31年２月５日　大阪府　男性
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
１月31日、エンジンを掛けたらハンチングしていた

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例のご紹介
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ので車を買った修理工場に持って行き点検して貰っ

た。キャブレターとコンピューターが悪く12万円ぐら

い掛かるとのことで入庫日を決めた。２月２日、エン

ジンを掛けると何事もなかったかのように正常な状態

でスムーズに走れた。行きつけのガソリンスタンドに

相談したらコンピューター診断に掛けて「正常です。

ディーラーにも見て貰ったら」と言われたので、ディー

ラーに持ち込んだ。「特に悪い箇所はないですね」と

のことだったので、車を買った修理工場に作業のキャ

ンセルの電話を入れた。すると、「修理してくれと言っ

たから、部品も注文している。メーカー注文だったの

で返品はできない。キャンセル料として２万円請求す

る。悪い箇所が分かっているのに修理しないともっと

ひどい症状になったり、他に不具合が連鎖して今以上

の修理代になることもある」と言われた。自動車修理

業界ではキャンセル料を請求するということが普通の

話なのかどうか聞きたくて、振興会に電話した。

【対応】
振興会の立ち位置を説明した。そして、修理依頼を

した流れを聞くと、見積りは口頭でキャブレターとコ

ンピューターが悪いと言われただけで、部品がいく

ら、工賃がいくらの内訳の説明もなく、返品不可部品

はキャンセル時に買い取って貰いキャンセル料として

請求するとの説明もなかったことが分かった。「キャ

ンセル料の説明がなかったのだから、支払わなくても

いいと思います」と言うと、「修理屋が誤診したので

は」との話になった。そこで、「何とも言えませんが、

本当にその時に悪かったのなら修理屋の説明も考えら

れます。気をつけておかないとまたエンジン不調にな

るかもしれませんし、何事もなく乗れるかもしれませ

ん。通常は修理見積りを出して内容説明と支払い約束

をし、その時にキャンセル料の話をしないといけませ

ん」と伝えると、「もう少し修理屋さんと話をしてみ

ます」と言って、相談は終わった。

Ｃａｓｅ３　車検をキャンセルしたら、発注部品代を
請求された
平成31年２月６日　福岡県　女性
車名：ミニバン　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
＜経緯＞

相談者のご主人がＫ店で車検の見積りを依頼。交換

部品等を含めて概算額の提示を受けたので、車検を依

頼した。しかし翌日、不要と思われる部品があるので

相談者が車検も含めてキャンセルを申し出たところ、

部品代はキャンセル不可なので部品代を請求された。

＜内容＞

車検整備をキャンセルしたのに、交換予定部品代を

請求されるのは納得できない。現車は外注リコールか

ら戻り、車検整備作業に着手直前であった。現車は事

業場にあり、現在代車を使用中。

【対応】
見積り担当が休みだったので、出先の工場長に連絡。

交換部品についてはメーカー部品ならば、キャンセル

は不可であるが、部品商在庫分であればキャンセルは

可能とのこと。工場長には、相談者のご主人へ提示し

た見積りに基づいての車検・交換部品発注であること、

及び交換部品については車検合格に必要であること等

を、再度相談者側に説明するように依頼した。（※初

回の見積額提示時、見積書の発行はされていない模様）

Ｃａｓｅ４　ペーパー車検で捕まった工場で、去年車
検を受けた
平成31年２月22日　大阪府　男性
車名：輸入車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
昨日のニュースで板金塗装工場がペーパー車検で捕

まったニュースを見た。ニュースでは違法改造車をそ
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のまま通したとのことだが、私も昨年の10月にその工

場で車検をして貰ったが何の点検、整備もしていない

のではないかと不安になった。

【対応】
指定整備記録簿のチェック項目で点検されているか

どうかを確認することしかないと思う。どうしても心

配なら指定整備記録簿を持って、同輸入車扱いの自動

車修理工場に再点検を依頼してみたらどうかと伝えた

ところ、「車検証と自賠責保険証券は見たが、そのよ

うなチェック表は見ていない。もう一度探してみます。

わからないことがあったらまた電話しますので」と

言って、相談者は電話を切った。

Ｃａｓｅ５　廃車業者からキャンセル料を請求されて
いる
平成31年３月６日　大阪府　女性
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：100,000㎞

【相談】
乗る人がいなくなったので廃車にしようと思い、イ

ンターネットで検索したら無料で手続きしてくれると

書いてあったのでその業者にお願いした。その後、電

話の受け答え方を不信に感じキャンセルを申し出たと

ころ、車の引き上げ日が３月18日と先なのに、「ホー

ムページにも書いてあるが、成約後のキャンセル料と

して３万円を請求させて貰います」と言われた。消費

者センターに相談したら、「車に関する事は振興会に

電話して」と言われたので電話した。

【対応】
振興会の立ち位置を説明した。話を聞くと廃車書類

のやり取りも何もしておらず依頼しただけの状態だが、

インターネットでの作業依頼で契約としては結ばれて

いると本人が言っていた。いつもお世話になっている

修理工場もあり無料で廃車してくれると言っていたが、

非常に良くして貰っており気の毒なのでインターネッ

トで探し出して依頼したとのことだった。消費者セン

ターから、「契約のことなので公正取引委員会に相談す

る方法もある」と言われたらしく、「公正取引委員会に

電話してみます。初めからいつもの修理工場にお願い

すればよかった」と言って、電話を切られた。

Ｃａｓｅ６　請求支払分のうち、２回目の入金処理が
なく領収書が再発行されない
平成31年３月15日　福岡県　女性
車名：トラック　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
＜経緯＞

平成30年３月、車検後に請求された11万４千円を支

払って、領収書を受領した。９月にも新たに８万円の

請求が来たので、支払って領収書を貰った。平成31年

３月の確定申告時に８万円分の領収書を紛失している

ことが分かったので、工場に再発行を依頼したところ、

取引の履歴もなく８万円を受領した形跡もないと言わ

れた。確実に支払ったのに入金処理されてないのはお

かしい。

＜内容＞

平成30年９月に相談者が直に、工場の奥さんに８万

円支払ったと主張。何か誤魔化されているのではない

かとの内容。長年、車検整備を依頼していたのに、工

場に騙されたと主張。ただし、相談者と工場は同一地

域なので、今一度振興会に相談するか、親族で相談の

上、必要なら再度電話しますとのこと。

【対応】
３月19日、改めて相談者から工場への事実確認依頼

があった。上記内容を工場に確認したところ、売掛帳

簿上は平成30年３月の車検整備11万４千円のみで、そ

の後に請求され支払ったという８万円については請求

も領収もしていないとのこと。なお、相談者が所持す
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る領収書の日付は平成30年９月15日付で11万４千円と

なっているそうで、平成30年９月に８万円支払った（請

求書、領収書紛失）とする“月”は合致するようである。

結果、双方の主張が食い違うため水かけ論になる。裁

判になっても、請求支払いを証明する領収書等が必要

だと相談者に伝えると、「もう結構です」と言われた。

Ｃａｓｅ７　費用を相談すると、定価に上乗せした金
額を言われた
平成31年３月18日　大阪府　男性
車名：輸入車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
輸入車のキーを紛失したので購入したディーラーに

相談した。「キー穴を確認するので車を持ち込んでく

ださい」と言われた。費用は鍵穴の確認で２万円とキー

の作製で６万８千円が必要で、車両の持ち込みも自費

になるとの説明があった。以前に知り合いもキーを紛

失したことがあり金額が６万３千円であったことを聞

いており、不信に思ったのでディーラーの本部（お客

様相談室）に確認した。「お客様は新車を当社から購

入されているのでキー登録されています。鍵穴の確認

の必要がないので作製費用は６万３千円です」と言わ

れたので、そのディーラーは定価に上乗せしたことが

分かった。以前、車検の見積りの相談をした時も「初

めに８千円を頂いて作業に入ってからでないと見積り

金額が出ないので、何もしないで金額は言えません」

と言われたことがあった。今は何処の修理工場でも公

的な費用と基本料、お勧めコース的なメニューで大ま

かな見積り金額はわかるようになっているのに、先に

料金を入れさせて途中キャンセルができないような説

明されたことがあり不信の念を抱いていた。ディー

ラーがこんな商売をしているので、振興会から罰則を

与えて貰いたくて電話したとのこと。

【対応】
振興会の立ち位置を説明し、「そのディーラーに電

話して、お客様が店舗の対応、説明を不信に思ってい

ることをお伝えしましょうか」と聞いた。更に、「説

明をしてくれた人の勘違いか、言い間違えも考えられ

るので、その店舗ともう少し話をした方がいいのでは

ないでしょうか。仮に金額面で上乗せしていっても定

価が決まっているので、後からわかるようなことはし

ないと思います」等の話をすると、「もう少し店舗の

担当者と話をしてみます」とのことで相談を終えた。

※別途、ディーラー本部へ確認した結果は以下の通り。

・キー紛失し新たに作製するには、現車の確認、車検

証の確認、個人なら免許証などの本人確認（法人な

ら登記簿謄本）と部品発注書類が必ず必要とのこと。

系列ディーラーから販売した車のみ対応している。

作製費用で約７万円とのこと。

・車検の見積りは、基本的には見積り入庫してからな

る。もちろん無料。諸費用、整備の基本料金はわか

るが、それだけで見積書としては発行していない。

パンフレット的なものは使用していないとのこと。

Ｃａｓｅ８　よく見ると、車に線状の塗装ムラがあっ
た
平成31年３月20日　和歌山県　男性
車名：ワンボックス　　登録年月：平成26年
走行距離：不明

【相談】
匿名希望者より入電。平成31年２月末頃、後左ドア

部を自損したため保険会社に相談したところ、１年に

１回のみ免責０円で修理可能とのこと。今回が２回目

であり免責額と見積額が同額であったため、自費での

修理を決断した。保険会社に紹介された板金業者によ

り自車が引取りされる時、フロントスカート部が地面

に接触し、少し破損を確認したのでクレームを言った

が、「ステーの部分なので問題ないと言われた」との

こと。３月７日頃に納車。納車後２日経ち、車をよく

見ると線状の塗装ムラが見受けられたので知り合いの

自動車店に見て貰ったところ、「塗装時に失敗したの
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では？」との見解を貰った。同じく、全国チェーンの

塗装店に確認したところ、仕上げ時に問題が起きた可

能性が高いとのこと。どうしたらいいかとの苦情で

あった。

【対応】
依頼した塗装店は認証工場かを聞いたが、全く把握

していないため事業場名等を確認しようとしたが、「何

故、業者名を言わなければならないのか」と言われる

始末。その結果、相談窓口の立ち位置を説明したが理

解いただけないため、「納車後約２週間も経っている。

クレームについては１日も早く言うべきである」と助

言した。３月25日、入電あり。施工した板金業者は当

会会員工場（認証工場）であることが判明。相談者が

施工事業者に対し電話で苦情を述べたところ、再塗装

も考えるので再入庫することを要請された。どうした

ものかとの質問があった。相談窓口としては、施工事

業者の発言から推察しても消費者契約法等に抵触せ

ず、双方で意見の交換をすべきである旨を伝えた。そ

の後相談者より連絡がないため、終了。

Ｃａｓｅ９　追突事故を起こしたが、車の制動力に疑
問がある
平成31年３月22日　大阪府　事業者（及び当事者の
男性）
車名：ＳＵＶ　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
「自社のお客様の話ですが」と前置きがあり相談が

始まった。自社の保険契約者が事故を起こし、その原

因がブレーキの効き力不足でありメーカーの責任では

ないかと話をしている。メーカーは話を聞いてくれそ

うにないので、振興会が間に入ってくれれば話を聞い

てくれるのでないかとの相談。振興会の立場を説明し

たところ、後日お客様から連絡をするとのことで一旦

電話を終えた。後日、当事者の男性から入電。１週

間程前に事故を起こした。３車線で中央を走行中、前

方に赤信号で停止している車両を発見。車線変更を

しようと方向指示器を出し左車線に移動しようとした

が、すぐ左後にトラックが見えた。ハンドルを切り中

央線に戻りブレーキを踏んだが間に合わず追突してし

まった。危険を察知した瞬間や前方との車間から、今

までの経験上絶対に止まれる距離であったのにぶつ

かってしまった。私が原因で事故を起こし被害者の方

は幸いケガがなかったものの、私に過失があることは

重々理解しているが本当に私だけが原因なのか。車に

は問題なかったのかと疑問に思い、いつも整備してい

るディーラーにレッカー移動するとともに相談した。

サービス担当者から事故を起こした時のデータは出す

ことができないと言われたので、本社に相談した。後

日、本社とディーラーから事故時のログ（作動要因履

歴？）を見せて貰ったとのこと。どのようなデータか

質問すると、

・エンジン始動から20～25分後に発生

・事故発生の2.8秒前にブレーキ作動開始

・ブレーキ開始時の前方車両との距離35ｍ

・時速は62㎞／ｈで、衝突時は27㎞／ｈ

・何秒前にＡＢＳとサポートが作動したかは忘れた

とのこと

ディーラーからは、衝突被害軽減ブレーキが作動中

にハンドルを操作すると制御は終了し通常のブレーキ

に移行すると説明があった。車自体に問題はないとし

か言われない。しかし、自分はブレーキをしっかり踏

んでいた。ネットで調べてみると、このＳＵＶは制御

が終了し通常ブレーキに移行するには時間のロスがあ

るらしい。同じような経験をした人が数名いた。今回

の件については国土交通省にも報告はしている。自分

も今の車は乗り続けたいので、今後は事故を起こさな

いように心掛けるつもりだが、車両自体が安全なのか

不安だ。ディーラーの担当者に事故時のデータや安全

であることを書面にて出して欲しいと依頼したら、奥

からマネージャーが出て来てデータや書面は渡せない

と言われた。口頭で「大丈夫です」としか言われてい

ないので、安心なんかできない。不安が残っている状

態で、ディーラーからは「修理をしないなら早く車を
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移動させて欲しい」とも言われた。今の自分の車のブ

レーキはおかしくないのか、コンピューターはおかし

くないのか。何も納得ができていないのに、ディーラー

はこのような状態になったユーザーに対して同じよう

な対応をしているなら、悲しい思いだ。

【対応】
振興会の立場を説明。更に、「会社として渡せない

データはあるかもしれませんが、安全であるならそれ

を納得できる情報（ブレーキテスターでの制動力試験

の結果やスキャンツールでのＤＴＣ有無など）として

何かお客様に渡せるものがないか、サービス担当者に

相談してみます」と言って、一旦電話を終えた。ディー

ラーのサービス担当者に上記の相談があったこと及び

振興会の立場を説明。相談者が不安に思っている旨を

理解していただいた。サービス担当者は、「メーカー

としてお客様に渡せるものは限られていますが、お客

様に安心していただけるように渡せる書面等がないか

どうか、もう一度本社に相談して連絡させていただき

ます」とのことで電話は終了した。相談者に電話。サー

ビス担当者に相談者の気持ちを伝えたこと、及び後日

サービス担当者から連絡がある旨を伝えた。「もう少

し待ってみます。ありがとうございました」とのこと

で、相談を終えた。

Ｃａｓｅ10　保証付きで購入した車の挙動がおかし
い
平成31年３月27日　兵庫県　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
中古車販売店で購入した車両だが、納車後しばらく

乗っていると挙動がおかしく感じた為、査定協会で車

両のチェックをして貰った。すると、購入時の販売文

句通りに修復歴はなかったが、下回りにかなり広範囲

に突き上げた痕跡があり、それが足回りに影響し、挙

動をおかしくしているようであった。その結果を元に

販売店にクレームを言いに行ったところ、提携の整備

工場と車両の確認をするので車両を預からせて欲しい

とのことであった。しばらくして担当者より説明をし

たいとのことで販売店まで出向いたところ、今回は総

合的判断でクレームには応じられないと言われた。理

由を聞くと、車両にある下回りの突き上げ痕は納車時

にはなく、納車後ユーザー（相談者）の運転でできた

ものではないか？と強く問われた。もちろん反論した

が、担当者は外注先の整備工場にも確認して、納車整

備時にはそんな痕跡はなかったと言っているので間違

いないと言われてしまい、それ以降は話が全く進まな

い。こんな場合どうしたものか？ という問い合わせ。

【対応】
まずは振興会の立ち位置や成り立ちを説明し、でき

ること、できないことを理解して貰い、詳細を聞くこ

とから始めた。相談者には、まずは聞かなければいけ

ない『認証の有無』を確認。するとそれはわからないが、

中古車販売で整備ができる作業場はかなり小さいとの

こと。店舗名や所在地を聞き、会員工場か？認証工場

か？と調べたがどちらも該当しない。会員工場ではな

い為、こちらからの連絡ができない旨を伝え、相談者

からの質問に答えることにより整備のことを理解して

貰い、該当事業者と相談者自身でやり取りしていただ

くようにお願いした。通常であれば、販売側としては

隠れた瑕疵であっても保証をしなければならないのは

周知の事実であり、特に今回は保証付きで購入してい

るので相談者は安心していたはず。それがまさかの納

車後に、相談者の運転で起こったものだと主張してい

る。相談者には外注先の整備工場も含めて販売店に粘

り強く交渉する他ないと伝え、平行線をたどるような

ら、ある程度で見切りをつけて弁護士に相談するなど

の方向で動かれた方が良いのでは？と伝えた。相談者

は最後に、「安い買い物ではないので、なんとか交渉

を頑張ってみます」と言って、電話を切った。
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〒７９１－００５４
　愛媛県松山市空港通６丁目10－1
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スキャンツール活用事業場認定制度がスタートしました
　平成25年４月１日よりスキャンツール活用事業場認定［コンピューター・システム診断認定店］
の申請が始まります。認定事業場には下記ツール（のぼり、卓上盾、看板）の掲示が可能となり、
お客様に事業場をアピールするツールとして、ご活用いただけます。

認定要件　①スキャンツール応用研修修了者
　　　　　　又は、一級小型自動車整備士が１名以上勤務していること。
　　　　　②スキャンツールを保有していること。

（J-OBD Ⅱ対応、DTC の読み取り・消去、作業サポート、フリーズフレームデータ、
データモニター、アクティブテストの機能を有するもの。）

　　　　　③ FAINES 通常会員に加入していること。
　　　　　④振興会会員であること。
　　　　　⑤上記ツール（のぼり、卓上盾、看板）のどれか一つ以上の購入

申請に必要なもの
　　　　　・申請用紙⇒ホームページ又は、次ページをコピーしてください。
　　　　　・スキャンツールの写真
　　　　　・応用研修修了証又は一級小型自動車整備士の合格証の写し（コピー）
　　　　　　＊認定には数日お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

のぼり（W600㎜× H1,800㎜）
2枚一組、竿無し 1,905円（税抜）

卓上盾（W180㎜× H240㎜）
2,857円（税抜）

看板（W600㎜× H498㎜）
4,333円（税抜）

整
　
　
備
　
　
士

事
　
　
業
　
　
場

申し込み 申請

認定修了証

都　道　府　県　自　動　車　整　備　振　興　会

スキャンツール
活用研修会の開催

◦基本研修（24年４月～）
◦応用研修（25年４月～）

認定審査（25年４月～）

◦応用研修修了者又は
　一級自動車整備士
◦スキャンツール保有
◦ FAINES 加入

研修修了証の交付 コンピュータ・システム
診断認定店

スキャンツール活用事業場認定制度フローチャート
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 NO　　　　　　　　　

スキャンツール活用事業場認定申請書
［コンピューター・システム診断認定店］

令和　  　年　  　月　  　日

住所 電話番号

 認証番号

事業場名 ㊞　  FAINES 会員番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．応用研修修了者又は一級整備士【応用研修修了証又は一級整備士合格証書のコピーが必要となります。】

応用研修修了者又は一級整備士

氏名
応用研修修了証番号又は一級整備士合格証

番号

２．保有スキャンツール【写真が必要となります。】

メーカー名　　　　　　　　　　機種名 シリアル NO

　保有する機能に○をつけてください。

J － OBD Ⅱ対応 データモニター フリーズフレームデーター

DTC 読み取り・消去 作業サポート アクティブテスト

３．認定ツール【１つ以上の購入が必要となります。】

看板（N43720024）

４，３３３円（税抜）

卓上盾（N43710024）

２，８５７円（税抜）

のぼり旗（N43730024）

１，９０５円（税抜）

枚 枚

（２枚一組・竿なし（注））

セット

　＊ツール代金は後日、商品と引き換えでいただきます。

　＊振興会記入欄

振興会認定日

令和　　　　年　　　　月　　　　日

備考

愛媛県自動車整備振興会
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技術相談窓口相談ルール厳守のお願い
並びに厳守事項と依頼書の一部変更について

平成29年９月１日に各ディーラー技術相談窓口担当者と振興会技術委員会委員による「技術
相談窓口担当者意見交換会」を開催しました。

その際、各ディーラー相談窓口の実態と要望を伺ったところ、次の通り現状は、各担当者か
ら同じような実態と要望がありましたので、再度次ページの『技術相談にあたっての厳守事項』
を確認のうえ、相談をお願いします。

今回、『技術相談にあたっての厳守事項』と『整備技術相談依頼書』の一部変更しましたので、
併せてお知らせします。なお、アンダーライン部分が変更箇所となります。

各ディーラー技術相談窓口の現状

・ＦＡＸなしで電話での問い合わせが非常に多い。
→回答するための資料などが準備できないため、回答に時間がかかってしまいます。また、

車両情報がなければ装備などもわからないため、どこを確認すればいいかの範囲が広くなっ
てしまいます。

・現車の点検、確認等を行わず、症状だけで答えを聞いてくる。
→担当者が実車を確認しているわけではないので、不具合部位の推定範囲を小さくするため

に、点検内容や問診内容が重要になります。その情報が少ないほど推定範囲は広くなります。
車の部品個数は約５万にもなります。その中から少しでも推定範囲を小さくしたいもので
す。

・相談時間外（昼休みや夜の業務時間外など）に問い合わせがある。

・問い合わせ者の都合で時間をせかされる。
→担当者の業務は相談窓口の対応だけではありません。自社の仕事を行いながら平行して相

談にのっていただいております。同時に行う業務も多数あります。時には出張もあります。
相談者の先にお客様が待っているのも知っています。相談者には相談者の、担当者には担
当者の都合があります。相談者、担当者、どちらも少しでも円満に話がすすむように、また、
ユーザーにご不便をかけないためにも、ルールを守りましょう！

厳守事項

ＦＡＸ前に担当者にＦＡＸを送る事を電話で伝え、ＦＡＸを送る。

ＦＡＸが届かない場合は、相談に応じません。

＊ 相談後は、結果を報告しましょう！  担当者も人間です。相談ルールを守り、結果の報告が
あれば、次回も丁寧に相談にのっていただけるでしょう！
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必ず守ってください！

技術相談にあたっての厳守事項

厳守事項を守らない方は、技術相談に応じられません。

１．事前に相談窓口担当者に電話し、これから『技術相談依頼書』（別紙）を FAX する

ことを伝えます。その際に 社名、担当者名 を申し出てください。ＦＡＸ
による事前相談がないと、相談に応じられません。

２．事前に 基本点検、ダイアグ診断 等を備え付けの整備マニュアルや技術

資料又はＦＡＩＮＥＳ（ファイネス：整備情報システム）で確認して点検を行い、『技

術相談依頼書』に必要事項（点検結果等）をもれなく記入し、相談窓口担当者にＦＡ

Ｘしてください。

３．相談は、上記２．で基本点検、ダイアグ診断等を行った、整備主任者、２級整備士で 

技術に関して詳しい方 が行ってください。

４．相談時間帯は、 午前10時～午後４時 までとし、昼食時（12時～13時）は

避けること。

５．相談内容は、原則として 15分以内 で行うこととします。

６．担当者が休みの場合があります。予めご了承ください。

７．取扱車種以外の相談、質問はしないでください。

８．タイミングベルト 及び セキュリティー関係（イモビライザ、スマー

トキー等）の相談は お断りします。（タイミングベルトは、商工組合でマニュ

アルをお買い求めいただくか、ＦＡＩＮＥＳにご加入ください。）

９．諸元・基準値及び整備料金に関する相談は、お断りします。

10．フリーダイヤルでの技術相談はお断りします。

11．整備マニュアル等自動車メーカーの著作物をコピー、ＦＡＸすることは自動車メー

カーの著作権を侵害する恐れがありますので、相談に当たって、これらを要求する

ことは厳に慎んでください。

12．相談後は、相談窓口担当者に結果報告とお礼のＦＡＸをしてください。
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Ⅳ．
整備技

術

関係情
報

当該技術相談は（一社）福岡県自動車整備振興会の
ご協力により情報提供を受けたものです。
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Ⅴ

街頭検査実施結果のお知らせ

　愛媛運輸支局、警察、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会及び振興会支部会員の皆

様方のご協力により街頭検査を実施し、整備不良車、違法改造車の排除と「自動車の保守

管理責任の啓蒙と点検整備の重要性、必要性等」の指導を行いましたので、下記の通りご

報告いたします。

◦◦　お疲れ様でした　◦◦

実施日時　　令和元年７月４日（木）　13時30分～15時30分

実施場所　　西条市船屋乙145－１付近　（新居浜から西条方面）

協力支部　　東予支部（西条西ブロック）

出動人数　　国土交通省２名、警察２名、自動車機構１名、

　　　　　　振興会会員13名、振興会事務局１名

合計出動人数　19名

検査車両数　　　　　　 　102台

不良車両数　　　　　　　　３台 …………不良車両数の割合2.9％

整備命令交付車両数　　　０台

検査証有効期間切れ車両数� ０台

定期点検整備未実施件数 24件……未実施車両数の割合23.5％

特種車両警告書件数 ０件

整備不良車両関係（口頭警告件数） ３件　　車両法第54条

整備不良車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条

不正改造車両関係（口頭警告件数） ０件　　車両法第54条の２

不正改造車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条の２

装置別の保安基準不適合箇所数内容

◦電気・灯火類　　　　　３件 ※合計不良箇所件数　���３件
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令和元年度　検査台数報告

（平成31年４月分）

Ⅵ．
統 計

・

資料関
係

登録自動車

平成31年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

４月 508 590 15,839 2,208 16,347 2,798 16,347 2,798

対前年同月比 112.1% 93.4% 122.1% 114.0% 121.7% 109.0% 121.7% 109.0%

前年同月 453 632 12,976 1,936 13,429 2,568 13,429 2,568

軽自動車

平成31年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

４月 841 518 13,643 2,868 14,484 3,386 14,484 3,386

対前年同月比 109.8% 105.1% 115.2% 106.7% 114.9% 106.4% 114.9% 106.4%

前年同月 766 493 11,841 2,689 12,607 3,182 12,607 3,182

登録車・軽

平成31年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

４月 1,349 1,108 29,482 5,076 30,831 6,184 30,831 6,184

対前年同月比 110.7% 98.5% 118.8% 109.8% 118.4% 107.5% 118.4% 107.5%

前年同月 1,219 1,125 24,817 4,625 26,036 5,750 26,036 5,750

【訂正】４月、５月分の指定の継続検査台数に、誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

— 34 —



令和元年度　検査台数報告

（令和元年５月分）

登録自動車

令和元年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

５月 411 550 15,930 2,106 16,341 2,656 32,688 5,454

対前年同月比 101.7% 94.8% 106.8% 103.6% 106.7% 101.6% 113.7% 105.3%

前年同月 404 580 14,910 2,033 15,314 2,613 28,743 5,181

軽自動車

令和元年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

５月 516 317 13,730 2,811 14,246 3,128 28,730 6,514

対前年同月比 105.1% 97.5% 101.8% 99.8% 101.9% 99.6% 108.1% 103.0%

前年同月 491 325 13,487 2,816 13,978 3,141 26,585 6,323

登録車・軽

令和元年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

５月 927 867 29,660 4,917 30,587 5,784 61,418 11,968

対前年同月比 103.6% 95.8% 104.4% 101.4% 104.4% 100.5% 111.0% 104.0%

前年同月 895 905 28,397 4,849 29,292 5,754 55,328 11,504

【訂正】
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令 和 元 年 度 　検査台数報告
（令和元年６月分）

登録自動車

令和元年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

６月 489 632 15,581 2,189 16,070 2,821 48,758 8,275

対前年同月比 114.0% 99.5% 106.0% 106.1% 106.2% 104.5% 111.1% 105.0%

前年同月 429 635 14,699 2,064 15,128 2,699 43,871 7,880

軽自動車

令和元年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

６月 470 265 13,500 2,861 13,970 3,126 42,700 9,640

対前年同月比 107.3% 95.7% 100.9% 98.0% 101.1% 97.8% 105.7% 101.3%

前年同月 438 277 13,383 2,920 13,821 3,197 40,406 9,520

登録車・軽

令和元年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

６月 959 897 29,081 5,050 30,040 5,947 91,458 17,915

対前年同月比 110.6% 98.4% 103.6% 101.3% 103.8% 100.9% 108.5% 103.0%

前年同月 867 912 28,082 4,984 28,949 5,896 84,277 17,400
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四国の自動車保有台数と販売状況（速報）
令和　  年　  月の元　 ６

四国運輸局

徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知 計

検
　
　
　
査
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 314,751 402,746 490,463 253,997 1,461,957
前 月 末 車 両 数 314,040 402,406 489,622 253,119 1,459,187

登
　
録
　
自
　
動
　
車

新
　
規
　
登
　
録

新
　
車

前　 月 1,398 1,800 2,274 1,202 6,674
当　 月 1,543 2,059 2,509 1,289 7,400
前 月 比 110.4 114.4 110.3 107.2 110.9

中
　
古

前　 月 451 599 654 350 2,054
当　 月 468 641 762 337 2,208
前 月 比 103.8 107.0 116.5 96.3 107.5

計
前　 月 1,849 2,399 2,928 1,552 8,728
当　 月 2,011 2,700 3,271 1,626 9,608
前 月 比 108.8 112.5 111.7 104.8 110.1

抹 消 登 録 1,570 2,134 2,529 1,115 7,348
管 轄 変 更（ 入 ） 593 1,174 1,283 460 3,510
管 轄 変 更（ 出 ） 788 1,398 1,406 701 4,293

小 型 二 輪 車　 増 減 51 68 87 68 274
当 月 末 車 両 数 314,337 402,816 490,328 253,457 1,460,938

対 前 年 同 月 比 99.9 100.0 100.0 99.8 99.9
対 前 月 比 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1

軽
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 308,815 387,125 533,439 311,892 1,541,271
前 月 末 車 両 数 309,405 389,527 536,026 312,113 1,547,071

検
査
対
象
軽
自
動
車

届
　
　
　
　
　
出

新
　
車

前　 月 1,230 1,664 2,140 1,368 6,402
当　 月 1,292 1,939 2,435 1,541 7,207
前 月 比 105.0 116.5 113.8 112.6 112.6

中
　
古

前　 月 548 587 833 556 2,524
当　 月 442 518 735 486 2,181
前 月 比 80.7 88.2 88.2 87.4 86.4

計
前　 月 1,778 2,251 2,973 1,924 8,926
当　 月 1,734 2,457 3,170 2,027 9,388
前 月 比 97.5 109.2 106.6 105.4 105.2

検 査 証 返 納 1,164 1,621 2,059 1,138 5,982
転 入・ 転 出 －3 －41 94 －170 －120

軽 二 輪 車　 増 減 57 64 99 67 287
当 月 末 車 両 数 310,029 390,386 537,330 312,899 1,550,644

対 前 年 同 月 比 100.4 100.8 100.7 100.3 100.6
対 前 月 比 100.2 100.2 100.2 100.3 100.2

総
　
合
　
計

前 年 同 月 末 車 両 数 623,566 789,871 1,023,902 565,889 3,003,228
前 月 末 車 両 数 623,445 791,933 1,025,648 565,232 3,006,258
当 月 末 車 両 数 624,366 793,202 1,027,658 566,356 3,011,582

対 前 年 同 月 比 100.13 100.42 100.37 100.08 100.28
対 前 月 比 100.15 100.16 100.20 100.20 100.18

小型二輪車増減欄は、当月の小型二輪車の増減車両数の差引値
検査対象軽自動車の転入・転出欄は、当月の検査対象軽自動車の転入・転出による増減車両数の差引値
軽二輪車増減欄は、当月の軽二輪車の転入・転出による増減車両数を除いた増減車両数の差引値（速報値）
総合計の対前年同月比及び対前月比は、変化が小さいため小数点以下第２位まで算出している
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